
令和６年３月７日  

 

 

 板橋区老朽建築物等対策計画策定支援委託に関する質問及び回答 

  

 

板橋区老朽建築物等対策計画策定支援委託に関していただきました質問について、下記の

とおり回答を公開します。 

記 

 

番号 質 問 事 項 回 答 

１ 

仕様書（案）p.2 ７ 技術者】について 

統括管理技術者と主任技術者の兼任の

可否についてご教示お願いします。 

統括管理技術者と主任技術者は別の方

が望ましいですが、兼任も可能です。 

２ 

【様式２－３】について 

様式２－３実施体制に記載のある管理

技術者・担当技術者（本件の統率者）は、

【仕様書（案）p.2 ７ 技術者】に記載

されている統括管理技術者・主任技術者

のそれぞれどちらに当てはまるのかご

教示ください。 

管理技術者は、統括管理技術者を担当技

術者（本件の統率者）は主任技術者を表

します。 

３ 

【募集要項 p.4 11 提案書の審査の

方法 （２）2次審査（プレゼンテーショ

ン）】について 

発表者は担当技術者（本件の統率者）と

すると記載がありますが、プレゼンテー

ションのパート（調査・計画等）ごとの

担当者が発表者を務めることは可能で

しょうか。 

（※本件の統率者を含む、2名を想定） 

発表者に担当技術者（本件の統率者）が

含まれるのであれば、様式２－３実施体

制に記載された別の技術担当者が提案

の一部を発表することは、問題ありませ

ん。 

４ 

【募集要項 p.2 8 提出書類及びそ

の様式について】について 

『①会社概要および業務実績調書』は自

由様式とのことですが、想定されている

記載すべき事項についてご教示くださ

い。また、業務実績を示す根拠資料（契

約書等）の添付は提出資料に含まれてい

ないようですが、その認識でよろしかっ

たでしょうか。 

会社概要について、想定している記載事

項は、以下のとおりです。特に営業拠点

の有無は、審査項目となっているため、

記載をお願いします。 

・事業者名 

・所在地（本社） 

・支店及び営業拠点の有無とその所在 

・代表者名 

・資本金 

・従業員数 

・事業内容 

なお、提案書の副本は、提案者（事業者

名）が特定できるような表現は一切不可
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となります。提案者名を黒塗するなどの

対応をお願いします。 

また、業務実績について想定している記

載事項は、以下のとおりです。 

こちらは、審査項目の受注実績の有無の

確認に使用することを想定しています。 

・業務名 

・発注者 

・契約期間 

・契約額 

・主な業務内容  など 

 

会社概要及び業務実績について、上記で

示した事項はあくまで一例です。提案者

のアピールになると思うその他の事項

を記載頂いても一向に構いません。 

 

次に、業務実績を示す根拠資料（契約書

等）については、ご認識のとおり提出は

不要です。ただし、提出書類に虚偽のお

それが疑われる場合や契約の際には、別

途提出を求めることがあります。 

５ 

仕様書（案）の「14業務内容」（１）令

和6年度の②から⑥を再委託することは

可能でしょうか。 

仕様書（案）P８ 15その他（４）のとお

りです。 

原則、委託業務の全部又は主要な部分を

一括して第三者に委託することはでき

ないため、②から⑥の全てを再委託する

ことは認められません。 

６ 

仕様書（案）の「14業務内容」（１）令

和6年度③調達内容整理、ホ通学路の把

握で貸与いただく「通学路に関する資

料」はどのような形式になりますでしょ

うか。 

紙ベースのものを複数個所に分けスキ

ャンしたPDFデータの他、dbf、prj、sbn、

sbx、shp、shxのファイル形式のGISデー

タを貸与することができます。 

７ 

仕様書（案）の「14業務内容」（１）令

和6年度⑤所有者調査で公用申請する、

土地・建物登記簿は、データ形式あるい

は紙での提供どちらでしょうか。 

原則、紙ベースの提供とお考え下さい。

ただし、今後、法務局の担当者との協議

の結果、データでの提供が可能となる場

合があります。 

８ 

仕様書（案）の「14業務内容」（２）令

和7年度⑤会議等運営支援で、会議構成

は庁内検討会議のみでしょうか。その場

合、回数と時期をお教えください。また、

議事録の作成は要旨でよろしいでしょ

うか。 

課長級及び係長級の庁内検討会議を予

定しています。概ね10回程度と想定して

おり、時期は４・６・８・９・12月頃に

なると考えます。ただし、書面開催の場

合もあり、全てに出席頂くとは考えてい

ません。 

また、議事録はご認識のとおり要旨の作
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成を想定しています。 

９ 

募集要項の「11提案書の審査の方法」

（２）２次審査のプレゼンテーションの

参加者は、業務実施体制に記載の技術者

とありますが、参加人数の制限はござい

ますか。 

１次審査通過者には参加人数等を別途

通知しますが、会場の関係上、パソコン

操作者を含め５名以内と考えています。 

 

担 当：板橋区都市整備部建築安全課 

老朽建築物対策係 今田・大島・乙川  

電 話：０３-３５７９-２５７４ 

e-mail: t-rouken@city.itabashi.tokyo.jp 


